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精神障害者の地域移行をめぐる動向① 

～精神科医療の現状～ 

  

公益社団法人 日本精神保健福祉士協会       



「こころのバリアフリー宣言」
の普及等を通じて精神疾患
や精神障害者に対する国民

の理解を深める 

相談支援、就労支援等の施設
機能の強化やサービスの充実
を通じ市町村を中心に地域で
安心して暮らせる体制を整備す

る 

救急、リハビリ、重度など
の機能分化を進めできるだ
け早期に退院を実現できる 

体制を整備する 

「入院医療中心から地域生活中心へ」という 
精神保健福祉施策の基本的方策の実現 

精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、 
①国民の理解の深化、②精神医療の改革、③地域生活支援の強化を今後１０年間で進める。 

・精神医療・福祉に係る人材の育成等の方策を検討するとともに、標準的なケアモデルの開発等を進める 
・在宅サービスの充実に向け通院公費負担や福祉サービスの利用者負担の見直しによる給付の重点化等を行う 

国民の理解の深化 

地域生活支援の強化 精神医療の改革 

基盤強化の推進等 

※上記により、今後１０年間で、受入条件が整えば退院可能な者約７万人について、解消を図る。 

精神保健福祉施策の改革のビジョンの枠組み 
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在院日数（単位：日） 

※平均在院日数= 
年間在院患者延数 

½×（年間新入院患者数＋年間退院患者数） 

精神病床における退院患者の平均在院日数の推移 

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成 
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入院期間 

（33,200人） 

（22,600人） 

（7,100人） 

（24,000人） 

（1,300人） 

（単位：％） 

平成26年 精神病床退院患者の退院後の行き先 

０ 20 40 60 80 100 

資料：厚生労働省「患者調査」より 厚生労働省障害保健福祉部で作成 
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精神保健医療福祉の現状について 
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※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 

204.1 

258.4 

302.8 
323.3 320.1 

392.4 

（単位：万人） 

精神疾患を有する総患者数の推移 

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成 
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※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 

204.1 

258.4 

302.8 
323.3 320.1 

392.4 
（単位：万人） 

精神疾患を有する総患者数の推移（疾病別内訳） 

資料：厚生労働省「患者調査」より 

厚生労働省障害保健福祉部で作成 
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(単位:万人) 

392.4 

320.1 
323.3 

302.8 

258.4 

204.1 

精神疾患を有する総患者数の推移（年齢階級別内訳） 

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成 ※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 
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（単位：万人） 

精神疾患を有する入院患者数の推移（疾病別内訳） 

34.5 35.3 
33.3 32.3 

31.3 

34.1 

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成 ※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 
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※入院患者の内、  
 不詳のものは 
 除いている 

34.5 35.3 
33.3 32.3 

31.3 

精神疾患を有する入院患者数の推移（年齢階級別内訳） 

（単位：万人） 

34.1 

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成 ※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 
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32.9 32.0 32.4 
30.6 

29.2 28.9 

（単位：万人） 

精神病床における入院患者数の推移（年齢階級別内訳） 

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成 ※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 
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Ｈ２４に 
退院した 

１年以上入院者 
４.６万人 

（－0.１万人） 
 

H1６：4.7万人 

Ｈ2４の１年以上入院者数 
：１９.７万人 
（－2.９万人） 

 

Ｈ１６：22.6万人 
 
 

 

1年以上 
3ヶ月以上 
1年未満 ３ヶ月未満 

  
  Ｈ２3の新規入院者 

：３９．７万人 
（＋４.１万人） 

 

H15：35.6万人 

Ｈ23の新規入院者 
のうち、３か月以上 

入院する者 
：16.７万人 
（＋1.５万人) 

 
H15：15.2万人 

Ｈ23の新規入院者 
のうち、１年以上 
入院する者 
：５.１万人 
（＋0.２万人） 

 
H15：4.9万人   

Ｈ２３の 
新規入院者 
のうち 

３か月以上１年未満 
で退院した者 

11.６万人 
（＋1.３万人) 

 
H15：10.3万人 

Ｈ２３の 
新規入院者 
のうち 

３か月未満で 
退院した者 
23.０万人 

（＋2.６万人） 
 

H15：20.4万人 

新規入院者の８７％ 

精神病床における患者の動態の年次推移 

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成 @2016 公益社団法人日本精神保健福祉士協会 



（単位：万人） 

32.9 

32.1 

32.4 

30.7 

29.3 

28.9 

精神病床における入院患者数の推移（在院期間別内訳） 

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成 ※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 
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入院期間 

（33,200人） 

（22,600人） 

（7,100人） 

（24,000人） 

（1,300人） 

（単位：％） 

平成26年 精神病床退院患者の退院後の行き先 

０ 20 40 60 80 100 

資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成 
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長期入院精神障害者の地域移行について 
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要   

（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）    

  

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 
 厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。 
 

(２)保護者制度の廃止 
   主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、 
 負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。 
 

(３)医療保護入院の見直し 
 ①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。 
   ＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。 
 ②精神科病院の管理者に、 
・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置 
・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携 
・退院促進のための体制整備を義務付ける。 
 

(４)精神医療審査会に関する見直し 
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。 
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。 

平成26年４月１日（ただし、１．（４） ①については平成28年４月１日） 

 

 政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、
医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の在り方、入院
中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を加え、必要がある
と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 

 

１．改正法の概要 

２．施行期日 

３．検討規定 

 精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の策定、
保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。 

厚生労働省資料 
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地域移行を重点的に進める精神病棟の評価  

(新) 地域移行機能強化病棟入院料  1,527 点(１日につき)  

[施設基準]  

1. 看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び看護補助者が 15:１以上で配置さ
れていること。うち、看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士が６割以上であ
ること。 

2. 専従の精神保健福祉士が２名以上(当該病棟の入院患者が 40 を超える場合は３
名以上)配置されていること。 

3. 届出時に、当該保険医療機関全体の精神病床に、許可病床数の 90％に相当す
る数以上の患者が入院していること(下回る場合は許可病床数の変更届を提出す
ることとする。)。  

4. 当該病棟からの１年以上の長期入院患者の退院が、月平均で当該病棟の届出病
床数の 1.5％に相当する数以上であること。  

5. 当該保険医療機関全体で、１年当たり、当該病棟の届出病床数の５分の１に相当
する数の精神病床を減らしていること。  

6. 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。 

7. 平成 31 年度までに新規の届出を行うこと。  

精神科地域移行実施加算の評価（10点→20点） 
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長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会取りまとめより 

・最近の新規入院者は３か月で約６割、１年以内に９割が退院している。1割の人は長期入院になり、
１年以上の長期入院精神障害者は約２０万人（入院中の精神障害者全体の約３分の２）であり、その
うち毎年約５万人が退院しているが、新たに毎年約５万人の精神障害者が１年以上の長期入院に移
行している。 
・長期入院精神障害者は減少傾向にあるが、６５歳以上の長期入院精神障害者は増加傾向となって
いる。（１年以上の入院者の５１％は６５歳以上） 
・死亡による退院が増加傾向となっている。（年間１万人超の長期入院精神障害者が死亡により退院
） 

精神障害者の地域移行及び入院医療のこれまでと現状 

新たな地域精神保健医療体制のあり方についての論点整理より 

○精神病床数（入院患者数）の変化をみると、平成14年の35.6万床（33.2万人）から、平成26年に33.8万床（

29.6万人）へと、1.8万床（3.6万人）減少している。地域移行を進めるためには、あるべき地域精神保健医療
福祉体制を見据えた新たな目標を設定し、計画的に取り組む必要がある。 
○厚生労働科学研究（平成24～27年度）において、1年以上の長期入院精神障害者（認知症を除く）の重症度
を評価するための「重度かつ慢性」の基準案が策定された。当該基準案の取り扱いを検討する必要が
ある。 

（対応の方向性） 
○ 「重度かつ慢性」に関する研究班の実施した全国調査では、１年以上の長期入院精神障害者（認知

症を除く）のうち約６割が当該基準に該当することが明らかとなった。これにより、１年以上の長期入院精
神障害者（認知症を除く）のうち約４割は、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、

入院から地域生活への移行が可能であると示唆された。 
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•あなたの地域の精神科病院には、
何人の長期入院患者がいますか？ 

 

•あなたの勤める精神科病院には、
何人の長期入院患者がいますか？ 
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長期精神障害者のイメージ 
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長期精神障害者の対応に不安を感じたりしていませんか？ 

急に興奮した
りするのでしょ 

話が入らない
人だよね 

周囲の人と合
わせることがで
きない人でしょ

う 

怖い・危険でしょ 

幻覚・妄想が
活発なんでし

ょう？ 

病状なのか性格
の問題なのか分

からない 

支援するとき
の距離の取り
方が難しい 

寝てばかりいると
きと元気なときと
のギャップがあり

すぎ 

どこまで手を
出していいの
だろうか？ 

「死にたい」と言
われてどう返せ
ばいいの？ 

入院しているって
ことは病状が安定
していないってこと

だよね 

通院先と連携
したいけど敷
居が高いな‥ 

平成27年度障害者総合福祉推進事業 
「精神障害の特性に応じたサービス提供ができる従事者を養成するための研修プログラム及びテキストの開発について」より 
筆者一部加筆 
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精神障害者の特性について 
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精神障害者の定義 精神保健福祉士法 

この法律で「精神障害者」とは、統合失
調症、精神作用物質による急性中毒又
はその依存症、知的障害、精神病質そ
の他の精神疾患を有する者をいう。  

障害者基本法 
身体障害、知的障害、精神障害
（発達障害を含む。）その他の心身
の機能の障害（以下「障害」と総称
する。）がある者であって、障害及
び社会的障壁により継続的に日常
生活又は社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるものをいう。  

メンタルヘルス課題を持つ国民 

福祉的支援を必要と
する精神障害者 

医療的支援を必要とする
精神障害者 

医療にかかっている精神障害者は 
約400万人！ 

障害福祉サービス等を利用してい
る精神障害者は約16万人 

平成27年度障害者総合福祉推進事業 
「精神障害の特性に応じたサービス提供ができる従事者を養成するための研修プログラム及びテキストの開発について」より 
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精神障害者の障害特性の理解のために 
～国際生活機能分類（ICF）の活用～ 

生活機能 

健康状態 

参加 

（社会・人生レベル） 

活動 

（個人・生活レベル） 

心身機能・身体構造 

（生物・生命レベル） 

個人因子 環境因子 

生活機能の３レベル（心身の働き、生活行為、家庭・社会への関与・
役割）は相互に影響を与え合い、また「健康状態」・「環境因子」「個人
因子」からも影響を受ける。  

 ICF の目的  「“生きることの全体像”を示す“共通言語”」 

平成27年度障害者総合福祉推進事業 
「精神障害の特性に応じたサービス提供ができる従事者を養成するための研修プログラム及びテキストの開発について」より 
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•生活に必要な体験の不足、歪みがある 
 

•集中力、記憶力、整理能力、計画能力、問題解決能力など、
社会機能（統合的な認知機能）の障害がある 
 

•状況や人への依存性が高い（限局された依存関係） 
 

•要素的な障害や問題への対処はあまり効果がない 
 

•個々の差が大きい（同じ疾病？） 
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精神障害者の障害特性理解のためのポイント② 

•疾病と障害が分かちがたく併存し、病状が障害に影響する。この
ため日常生活および社会生活において障害の現われ方に波があ
る。 

    例）昨日やれていたことが今日はできない。 
 

•社会的障壁が活動制限や参加制約の要因となって、本人の生き
づらさ、生活のしづらさにつながっている。 

    例）精神障害者に対する誤解や偏見、理解の低さ 
 

•過度の自信喪失、自己肯定感の低下が認められる場合がある。 
 

•二次的な障害である長期間にわたり刺激の少ない環境にいたこと
による施設症（感情の平板化、意欲の低下、従順さ、等）と区別す
る。 

 

 

 

 

平成27年度障害者総合福祉推進事業 
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支援のポイント 

• まず出会ってください 出会いが理解の第一歩です 

• 一人ひとりが豊かな個性を持った人です 

• 精神障害者がその人ではなく、その人がたまたま精神疾患にかかり
生活のしづらさ等の障害を持ったということ。 

• 自らの力をより発揮し、できないことが支援を受けることで自分ら
しく生きていくことができることを認めることが大切です 

• 支援や対応の仕方に正解はありません。 

• 障害があっても、高齢になっても、適切な環境で成長、変化できる
ことに確信をもち、その人なりの自立を支援してください。 

• 1人で抱え込まず、他の支援者や機関とチームを組んで支援すると
いう意識を持ちましょう。連携、協働していくことで答えが見えて
きます。 

• 苦手に思えることも視点を変えてみると、その人への理解が深まり、
支援が楽しくなります。リフレ―ミングしてみましょう！ 
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リフレーミングとは 

•世界的な名画も、額縁（フレーム）を変えると 
その印象もがらりと変わります。 

• リフレ―ミングとは、ある枠組み（フレーム）で捉えられている物事を枠
組みをはずして、違う枠組みで見ることです。 

•同じ物事でも、人によって見方や感じ方が異なり、ある角度で見たら
長所や強みになり、また短所や弱みにもなるものです。 

平成27年度障害者総合福祉推進事業 
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